
東海旅客鉄道株式会社旅客営業規則 

第２節 普通旅客運賃 

（幹線内相互発着の大人普通旅客運賃） 

第 77条 幹線内相互発着となる場合の大人普通旅客運賃は、次の各号により計算した額を

合計した額とする｡ただし、北海道旅客鉄道会社線、東日本旅客鉄道会社線、四国旅客鉄

道会社線又は九州旅客鉄道会社線内発又は着若しくは通過となる場合を除く。 

(1) 発着区間の営業キロを次の営業キロに従って区分し、これに各その営業キロに対す

る賃率を乗じた額を合計した額。この場合、発着区間の営業キロが 100キロメートル以

下のときは、10円未満のは数を 10円単位に切り上げた額とし、100キロメートルを超

えるときは、50円未満のは数を切り捨てて、又は 50円以上のは数を切り上げてそれぞ

れ 100円単位とした額とする。 

300キロメートル以下の営業キロ 

（第１地帯） １キロメートルにつき 16円20銭 

300キロメートルを超え、 

600キロメートル以下の営業キロ（第２地帯） １キロメートルにつき 12円85銭 

600キロメートルを超える営業キロ 

（第３地帯） １キロメートルにつき ７円 05銭 

(2) 前号の規定により計算した額に 100 分の 10 を乗じ 10 円未満のは数を円位において

四捨五入して 10円単位とした額 

２ 前項の規定によるほか、幹線内相互発着の大人普通旅客運賃は、次の各号に定める営業

キロのものを適用する。

(1) 11キロメートルから 50キロメートルまで

11 キロメートルから５キロメートルごとに区分し、11 キロメートルから 15 キロメ

ートルまでは 13キロメートルとし、16キロメートル以上は、これに１区分を増すごと

に５キロメートルを加えた営業キロとする。 

(2) 51キロメートルから 100キロメートルまで

51キロメートルから 10キロメートルごとに区分し、51キロメートルから 60キロメ

ートルまでは 55キロメートルとし、61キロメートル以上は、これに１区分を増すごと

に 10キロメートルを加えた営業キロとする。 

(3) 101キロメートルから 600キロメートルまで

101 キロメートルから 20 キロメートルごとに区分し、101 キロメートルから 120 キ

ロメートルまでは 110キロメートルとし、121キロメートル以上は、これに１区分を増

すごとに 20キロメートルを加えた営業キロとする。 

(4) 601キロメートル以上

601 キロメートルから 40 キロメートルごとに区分し、601 キロメートルから 640 キ

ロメートルまでは 620キロメートルとし、641キロメートル以上は、これに１区分を増

すごとに 40キロメートルを加えた営業キロとする。 
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（北海道旅客鉄道会社内の幹線内相互発着の大人普通旅客運賃） 

第 77 条の２ 北海道旅客鉄道会社内の幹線内相互発着となる場合の大人普通旅客運賃は、

次の各号に定めるとおりとする。 

(1) 営業キロが 11キロメートルから 100キロメートルまでの場合 

営業キロの区間 大人普通旅客運賃 

15キロメートルまで 360円 

15キロメートルを超え、25キロメートルまで ５キロメートルまでを増すごと

に 110円加算 

25キロメートルを超え、30キロメートルまで 680円 

30キロメートルを超え、35キロメートルまで 800円 

35キロメートルを超え、45キロメートルまで ５キロメートルまでを増すごと

に 120円加算 

45キロメートルを超え、50キロメートルまで 1,210円 

50キロメートルを超え、60キロメートルまで 1,380円 

60キロメートルを超え、70キロメートルまで 1,590円 

70キロメートルを超え、80キロメートルまで 1,800円 

80キロメートルを超え、90キロメートルまで 2,020円 

90キロメートルを超え、100キロメートルまで 2,240円 

(2) 営業キロが 100キロメートルを超える場合 

  発着区間の営業キロを次の営業キロに従って区分し、各その営業キロに対する賃率

により、第 77条第１項並びに同条第２項第３号及び第４号の規定を適用して計算した

額とする。 

200キロメートル以下の営業キロ 

（第１地帯） １キロメートルにつき 21円16銭 

200キロメートルを超え、 

300キロメートル以下の営業キロ（第２地帯） １キロメートルにつき 16円36銭 

300キロメートルを超え、 

600キロメートル以下の営業キロ（第３地帯） １キロメートルにつき 12円83銭 

600キロメートルを超える営業キロ 

（第４地帯） １キロメートルにつき ７円 05銭 

２ 前項の規定にかかわらず、別表第２号イに定める営業キロの区間の大人普通旅客運賃

については、同表に定めるところにより特定の額とする。 

（東日本旅客鉄道会社内の幹線内相互発着の大人普通旅客運賃） 

第 77 条の３ 東日本旅客鉄道会社内の幹線内相互発着となる場合の大人普通旅客運賃は、

次の各号により計算した額を合計した額とする。 

(1) 発着区間の営業キロを次の営業キロに従って区分し、これに各その営業キロに対す



東海旅客鉄道株式会社旅客営業規則 

る賃率を乗じた額を合計した額。この場合、発着区間の営業キロが 100キロメートル以

下のときは、10円未満のは数を 10円単位に切り上げた額とし、100キロメートルを超

えるときは、50円未満のは数を切り捨てて、又は 50円以上のは数を切り上げてそれぞ

れ 100円単位とした額とする。 

300キロメートル以下の営業キロ 

（第１地帯） 
１キロメートルにつき 16円96銭 

300キロメートルを超え、 

600キロメートル以下の営業キロ 

（第２地帯） 

１キロメートルにつき 13円45銭 

600キロメートルを超える営業キロ 

（第３地帯） 
１キロメートルにつき ７円 05銭 

(2) 前号の規定により計算した額に 100 分の 10 を乗じ 10 円未満のは数を円位において

切り上げて 10円単位とした額 

２ 前項の規定によるほか、幹線内相互発着の大人普通旅客運賃は、第 77条第２項の規定

による営業キロのものを適用する。 

３ 第１項の規定にかかわらず、別表第２号イの２に定める営業キロの区間の大人普通旅

客運賃については、同表に定めるところにより特定の額とする。 

（四国旅客鉄道会社内の幹線内相互発着の大人普通旅客運賃） 

第 77条の４ 四国旅客鉄道会社内の幹線内相互発着となる場合の大人普通旅客運賃は、次

の各号に定めるとおりとする。 

(1) 営業キロが 11キロメートルから 100キロメートルまでの場合 

営業キロの区間 大人普通旅客運賃 

15キロメートルまで 330円 

15キロメートルを超え、30キロメートルまで ５キロメートルまでを増すごと

に 100円加算 

30キロメートルを超え、35キロメートルまで 740円 

35キロメートルを超え、40キロメートルまで 850円 

40キロメートルを超え、45キロメートルまで 980円 

45キロメートルを超え、50キロメートルまで 1,080円 

50キロメートルを超え、60キロメートルまで 1,240円 

60キロメートルを超え、70キロメートルまで 1,430円 

70キロメートルを超え、80キロメートルまで 1,640円 

80キロメートルを超え、90キロメートルまで 1,830円 

90キロメートルを超え、100キロメートルまで 2,010円 

(2) 営業キロが 100キロメートルを超える場合 

発着区間の営業キロを次の営業キロに従って区分し、各その営業キロに対する賃率
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により、第 77条第１項並びに同条第２項第３号及び第４号の規定を適用して計算し

た額とする。 

200キロメートル以下の営業キロ 

（第１地帯） １キロメートルにつき 19円20銭 

200キロメートルを超え、 

300キロメートル以下の営業キロ（第２地帯） １キロメートルにつき 16円20銭 

300キロメートルを超え、 

600キロメートル以下の営業キロ（第３地帯） 

 

１キロメートルにつき 

 

12円85銭 

 

600キロメートルを超える営業キロ 

（第４地帯） １キロメートルにつき ７円 05銭 

（九州旅客鉄道会社内の幹線内相互発着の大人普通旅客運賃） 

第 77条の５ 九州旅客鉄道会社内の幹線内相互発着となる場合の大人普通旅客運賃は、次

の各号に定めるとおりとする。 

(1) 営業キロが 11キロメートルから 100キロメートルまでの場合 

営業キロの区間 大人普通旅客運賃 

15キロメートルまで 340円 

15キロメートルを超え、25キロメートルまで ５キロメートルまでを増すごと

に 110円加算 

25キロメートルを超え、35キロメートルまで ５キロメートルまでを増すごと

に 100円加算 

35キロメートルを超え、40キロメートルまで 870円 

40キロメートルを超え、45キロメートルまで 990円 

45キロメートルを超え、50キロメートルまで 1,090円 

50キロメートルを超え、70キロメートルまで 10キロメートルまでを増すごと

に 210円加算 

70キロメートルを超え、80キロメートルまで 1,730円 

80キロメートルを超え、100キロメートルまで 10キロメートルまでを増すごと

に 200円加算 

(2) 営業キロが 100キロメートルを超える場合 

発着区間の営業キロを次の営業キロに従って区分し、各その営業キロに対する賃率

により、第 77条第１項並びに同条第２項第３号及び第４号の規定を適用して計算した

額とする。 

300キロメートル以下の営業キロ（第１地帯） １キロメートルにつき 19円75銭 

300キロメートルを超え、 

600キロメートル以下の営業キロ（第２地帯） １キロメートルにつき 12円85銭 
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600キロメートルを超える営業キロ 

（第３地帯） １キロメートルにつき ７円 05銭 

２ 前項第２号の規定にかかわらず、別表第２号イの３に定める営業キロの区間の大人普

通旅客運賃については、同表に定めるところにより特定の額とする。 

（地方交通線内相互発着の大人普通旅客運賃） 

第 77条の６ 地方交通線内相互発着となる場合の大人普通旅客運賃は、発着区間の営業キ

ロを次の営業キロに従って区分し、これに各その営業キロに対する賃率により、第 77条

第１項の規定を適用して計算した額とする。ただし、北海道旅客鉄道会社線、東日本旅客

鉄道会社線、四国旅客鉄道会社線又は九州旅客鉄道会社線内発又は着若しくは通過とな

る場合を除く。 

273キロメートル以下の営業キロ 

（第１地帯） １キロメートルにつき 17円80銭 

273キロメートルを超え、 

546キロメートル以下の営業キロ（第２地帯） １キロメートルにつき 14円10銭 

546キロメートルを超える営業キロ 

（第３地帯） 

 

１キロメートルにつき 

 

７円 70銭 

２ 前項の規定によるほか、地方交通線内相互発着となる場合の大人普通旅客運賃は、別表

第２号イの４に定める営業キロの区間別に各その中央の営業キロのものを適用する。 

３ 第１項本文の規定にかかわらず、地方交通線内相互発着となる場合の大人普通旅客運

賃のうち、次に定める営業キロの区間の大人普通旅客運賃は、次のとおり特定の額とする。 

営業キロの区間 大人普通旅客運賃 

11kmから 15kmまで  240円 

16kmから 20kmまで  330円 

21kmから 23kmまで  420円 

24kmから 28kmまで  510円 

33kmから 37kmまで  680円 

42kmから 46kmまで  860円 

47kmから 55kmまで  990円 

56kmから 64kmまで 1,170円 

65kmから 73kmまで 1,340円 

74kmから 82kmまで 1,520円 

83kmから 91kmまで 1,690円 

101kmから 110kmまで 1,980円 

292kmから 310kmまで 5,720円 

（北海道旅客鉄道会社内の地方交通線内相互発着の大人普通旅客運賃） 

第 77条の７ 北海道旅客鉄道会社内の地方交通線内相互発着となる場合の大人普通旅客運
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賃は、次の各号に定めるとおりとする。 

(1) 営業キロが 11キロメートルから 100キロメートルまでの場合 

営業キロの区間 大人普通旅客運賃 

15キロメートルまで 360円 

15キロメートルを超え、20キロメートルまで 470円 

20キロメートルを超え、23キロメートルまで 580円 

23キロメートルを超え、28キロメートルまで 680円 

28キロメートルを超え、32キロメートルまで 800円 

32キロメートルを超え、37キロメートルまで 920円 

37キロメートルを超え、41キロメートルまで 1,040円 

41キロメートルを超え、46キロメートルまで 1,210円 

46キロメートルを超え、55キロメートルまで 1,380円 

55キロメートルを超え、64キロメートルまで 1,590円 

64キロメートルを超え、73キロメートルまで 1,800円 

73キロメートルを超え、82キロメートルまで 2,020円 

82キロメートルを超え、91キロメートルまで 2,240円 

91キロメートルを超え、100キロメートルまで 2,480円 

(2) 営業キロが 100キロメートルを超える場合 

発着区間の営業キロを次の営業キロに従って区分し、各その営業キロに対する賃率

により、第 77条第１項及び前条第２項の規定を適用して計算した額とする。 

182キロメートル以下の営業キロ 

（第１地帯） １キロメートルにつき 23円11銭 

182キロメートルを超え、 

273キロメートル以下の営業キロ（第２地帯） １キロメートルにつき 18円35銭 

273キロメートルを超え、 

546キロメートル以下の営業キロ（第３地帯） １キロメートルにつき 14円02銭 

546キロメートルを超える営業キロ 

（第４地帯） １キロメートルにつき ７円 72銭 

２ 前項の規定にかかわらず、別表第２号イの５に定める営業キロの区間の大人普通旅客

運賃については、同表に定めるところにより特定の額とする。 

（東日本旅客鉄道会社内の地方交通線内相互発着の大人普通旅客運賃） 

第 77条の８ 東日本旅客鉄道会社内の地方交通線内相互発着の大人普通旅客運賃は、発着

区間の営業キロを次の営業キロに従って区分し、各その営業キロに対する賃率により、第

77条の３第１項及び第 77条の６第２項の規定を適用して計算した額とする。 

273キロメートル以下の営業キロ 

（第１地帯） １キロメートルにつき 18円66銭 
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273 キロメートルを超え 546 キロメートル以

下の営業キロ 

（第２地帯） １キロメートルにつき 14円80銭 

546キロメートルを超える営業キロ 

（第３地帯） 

 

１キロメートルにつき 

 

７円 70銭 

２ 前項の規定にかかわらず、別表第２号イの６に定める営業キロの区間の大人普通旅客

運賃については、同表に定めるところにより特定の額とする。 

（四国旅客鉄道会社内の地方交通線内相互発着の大人普通旅客運賃） 

第 77条の９ 四国旅客鉄道会社内の地方交通線内相互発着の大人普通旅客運賃は、発着区

間の擬制キロにより、第 77条の４に規定した額を適用する。 

（九州旅客鉄道会社内の地方交通線内相互発着の大人普通旅客運賃） 

第 77条の 10 九州旅客鉄道会社内の地方交通線内相互発着の大人普通旅客運賃は、発着区

間の擬制キロにより、第 77条の５に規定した額を適用する。 

２ 前項の規定にかかわらず、地方交通線内相互発着となる場合の大人普通旅客運賃のう

ち、次に定める擬制キロの区間又は擬制キロ及び営業キロの区間の大人普通旅客運賃は、

次のとおり特定の額とする。 

擬制キロの区間又は擬制キロ及び営業キロの区間 大人普通旅客運賃 

擬制キロ 11km 320円 

擬制キロ 16km 360円 

擬制キロが 17kmで営業キロが 15km 360円 

擬制キロ 21km 470円 

擬制キロ 22km 470円 

擬制キロが 26kmで営業キロが 23km 580円 

擬制キロが 31kmで営業キロが 28km 700円 

擬制キロが 36kmで営業キロが 32km 840円 

擬制キロが 41kmで営業キロが 37km 940円 

擬制キロが 46kmで営業キロが 41km 1,070円 

擬制キロが 51kmで営業キロが 46km 1,170円 

擬制キロが 61kmで営業キロが 55km 1,380円 

擬制キロが 71kmで営業キロが 64km 1,610円 

擬制キロが 81kmで営業キロが 73km 1,730円 

擬制キロが 91kmで営業キロが 82km 1,950円 

擬制キロが 101kmで営業キロが 91km 2,130円 

擬制キロ 121km 2,670円 

擬制キロが 141kmで営業キロが 128km 3,150円 

擬制キロが 161kmで営業キロが 146km 3,580円 
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擬制キロが 181kmで営業キロが 164km 4,120円 

（電車特定区間内の大人普通旅客運賃） 

第 78 条 次項に規定する電車特定区間内相互発着の場合の大人普通旅客運賃は、第 77 条

の規定にかかわらず、次に定める賃率によって、同条の規定を適用して計算した額とする。 

２ 電車特定区間の範囲は、次のとおりとする。 

東海道本線中野洲・神戸間、湖西線中山科・堅田間、おおさか東線、大阪環状線、桜島

線、ＪＲ東西線、福知山線中尼崎・新三田間、山陽本線中神戸・網干間、山陰本線中京都・

亀岡間、関西本線中奈良・ＪＲ難波間、奈良線中城陽・京都間、片町線中松井山手・京橋

間、阪和線及び関西空港線 

（東京附近等の特定区間等における大人普通旅客運賃の特定） 

第 79条 第 77条、第 77条の３及び前条の規定にかかわらず、別表第２号イの７に掲げる

東京附近、名古屋附近及び大阪附近における駅相互間の大人普通旅客運賃は、同表に定め

るところにより特定の額を適用する。 

２ 第 77 条及び第 81 条の規定にかかわらず、第 140 条第１項第２号の規定により鉄道駅

バリアフリー料金を収受する区間（以下「第 140条第１項第２号規定区間」という。）内

の駅相互間の普通旅客運賃（第 66条の規定により旅客運賃と鉄道駅バリアフリー料金と

をあわせ収受する場合はその合算額。以下この条において同じ。）が、同一の発駅から同

一の方向及び経路にある第 140 条第１項第２号規定区間外の駅までの普通旅客運賃と比

較して、これよりも高額となる場合は、第 140条第１項第２号規定区間外の駅までの普通

旅客運賃のうち、最も低廉な額をもって、当該区間の普通旅客運賃とする。 

第 79条の２ 第 77条の規定にかかわらず、東海道本線（新幹線）東京・品川間の大人普通

旅客運賃は、170円とする。 

（新幹線の並行区間等における大人普通旅客運賃の特定） 

第 80条 次の各号に掲げる新幹線の区間相互間を乗車する場合又はこれらの区間と新幹線

以外の線区を連続して乗車する場合で、その発着となる駅のいずれもが第 78条第２項に

規定する電車特定区間内の駅若しくは新神戸駅であるときの大人普通旅客運賃は、第 77

条の規定にかかわらず、第 78 条第１項の規定により計算した額又は第 84 条第２号に規

定する額とする。ただし、当該区間が、第 79条に規定する特定額を適用する区間である

ときは、その特定額を適用するものとする。この場合、京都・新神戸相互間については、

京都・神戸間の特定額とする。 

(1) 京 都・新大阪間 

(2) 京 都・新神戸間 

300キロメートル以下の営業キロ 

（第１地帯） １キロメートルにつき 15円50銭 

300キロメートルを超え、 

600キロメートル以下の営業キロ（第２地帯） １キロメートルにつき 12円30銭 
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(3) 京 都・西明石間 

(4) 京 都・姫 路間 

(5) 新大阪・新神戸間 

(6) 新大阪・西明石間 

(7) 新大阪・姫 路間 

(8) 新神戸・西明石間 

(9) 新神戸・姫 路間 

(10) 西明石・姫 路間 

２ 前項の規定によるほか、新幹線と新幹線以外の区間を連続して乗車する場合で次の各

号の左欄の区間の大人普通旅客運賃については、第79条に規定する右欄の区間の特定額を

適用するものとする。 

(1) 千 里 丘・新神戸間  千 里 丘・神 戸間 

(2) 岸  辺・新神戸間  岸  辺・神 戸間 

(3) 吹  田・新神戸間  吹  田・神 戸間 

(4) 茨  木・新神戸間  茨  木・神 戸間 

(5) Ｊ Ｒ 総 持 寺・新神戸間  Ｊ Ｒ 総 持 寺・神 戸間 

(6) 摂津富田・新神戸間  摂津富田・神 戸間 

(7) 高  槻・新神戸間  高  槻・神 戸間 

(8) 山  崎・新神戸間  山  崎・神 戸間 

(9) 長 岡 京・新神戸間  長 岡 京・神 戸間 

(10) 向 日 町・新神戸間  向 日 町・神 戸間 

(11) 桂  川・新神戸間  桂  川・神 戸間 

(12) 西 大 路・新神戸間  西 大 路・神 戸間 

（幹線と地方交通線を連続して乗車する場合の大人普通旅客運賃） 

第 81条 幹線と地方交通線を連続して乗車する場合の大人普通旅客運賃は、発着区間の運

賃計算キロに基づき、第 77条の規定を準用して計算した額とする。ただし、北海道旅客

鉄道会社線、東日本旅客鉄道会社線、四国旅客鉄道会社線又は九州旅客鉄道会社線内発又

は着若しくは通過となる場合を除く。 

（北海道旅客鉄道会社内の幹線と地方交通線を連続して乗車する場合の大人普通旅客運賃） 

第 81条の２ 北海道旅客鉄道会社内の幹線と地方交通線を連続して乗車する場合の大人普

通旅客運賃は、発着区間の運賃計算キロに基づき、第 77条の２の規定を準用して計算し

た額とする。 

（東日本旅客鉄道会社内の幹線と地方交通線を連続して乗車する場合の大人普通旅客運賃） 

第 81条の３ 東日本旅客鉄道会社内の幹線と地方交通線を連続して乗車する場合の大人普

通旅客運賃は、発着区間の運賃計算キロに基づき、第 77条の３の規定を準用して計算し

た額とする。 
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（四国旅客鉄道会社内の幹線と地方交通線を連続して乗車する場合の大人普通旅客運賃） 

第 81条の４ 四国旅客鉄道会社内の幹線と地方交通線を連続して乗車する場合の大人普通

旅客運賃は、発着区間の運賃計算キロにより、第 77条の４に規定した額を適用する。 

（九州旅客鉄道会社内の幹線と地方交通線を連続して乗車する場合の大人普通旅客運賃） 

第 81条の５ 九州旅客鉄道会社内の幹線と地方交通線を連続して乗車する場合の大人普通

旅客運賃は、発着区間の運賃計算キロにより、第 77条の５に規定した額を適用する。 

第 82条 削除 

第 83条 削除 

（営業キロが 10キロメートルまでの普通旅客運賃） 

第 84 条 営業キロが 10 キロメートルまでの普通旅客運賃は、別に定める場合を除き、次

の各号に定めるとおりとする。ただし、北海道旅客鉄道会社線、東日本旅客鉄道会社線、

四国旅客鉄道会社線又は九州旅客鉄道会社線内発又は着となる場合を除く。 

(1) 幹線内相互発着の場合（電車特定区間内相互発着の場合を除く。） 

イ 営業キロが３キロメートル以下の場合 

大人  150円 

小児   70円 

ロ 営業キロが４キロメートルから６キロメートルまでの場合 

大人  190円 

小児   90円 

ハ 営業キロが７キロメートルから 10キロメートルまでの場合 

大人  200円 

小児  100円 

(2) 電車特定区間内相互発着の場合 

イ 営業キロが３キロメートル以下の場合 

大人  140円 

ロ 営業キロが４キロメートルから６キロメートルまでの場合 

大人  170円 

ハ 営業キロが７キロメートルから 10キロメートルまでの場合 

大人  190円 

(3) 地方交通線内相互発着の場合及び幹線と地方交通線を連続して乗車する場合 

イ 営業キロが３キロメートル以下の場合 

大人  150円 

小児   70円 

ロ 営業キロが４キロメートルから６キロメートルまでの場合 

大人  190円 

小児   90円 



東海旅客鉄道株式会社旅客営業規則 

ハ 営業キロが７キロメートルから 10キロメートルまでの場合 

大人  210円 

小児  100円 

（注）幹線と地方交通線を連続して乗車する場合の営業キロが 10キロメートルまでの

普通旅客運賃は、発着区間の運賃計算キロを使用しないで、営業キロを適用して得

た額とする。 

（北海道旅客鉄道会社線内の営業キロが 10キロメートルまでの普通旅客運賃） 

第 84 条の２ 北海道旅客鉄道会社線内相互発着となる場合の営業キロが 10 キロメートル

までの普通旅客運賃は、次の各号に定めるとおりとする。 

(1) 幹線内相互発着の場合 

イ 営業キロが３キロメートル以下の場合 

大人  210円 

小児  100円 

ロ 営業キロが４キロメートルから６キロメートルまでの場合 

大人  270円 

小児  130円 

ハ 営業キロが７キロメートルから 10キロメートルまでの場合 

大人  310円 

小児  150円 

(2) 地方交通線内相互発着の場合及び幹線と地方交通線を連続して乗車する場合 

イ 営業キロが３キロメートル以下の場合 

大人  210円 

小児  100円 

ロ 営業キロが４キロメートルから６キロメートルまでの場合 

大人  270円 

小児  130円 

ハ 営業キロが７キロメートルから 10キロメートルまでの場合 

大人  320円 

小児  160円 

（注）幹線と地方交通線を連続して乗車する場合の営業キロが 10キロメートルまでの

普通旅客運賃は、発着区間の運賃計算キロを使用しないで、営業キロを適用して得

た額とする。 

（東日本旅客鉄道会社線内の営業キロが 10キロメートルまでの普通旅客運賃） 

第 84 条の３ 東日本旅客鉄道会社線内相互発着となる場合の営業キロが 10 キロメートル

までの普通旅客運賃は、次の各号に定めるとおりとする。 

(1) 幹線内相互発着の場合 
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イ 営業キロが３キロメートル以下の場合 

大人 160円 

小児  80円 

ロ 営業キロが４キロメートルから６キロメートルまでの場合 

大人 200円 

小児 100円 

ハ 営業キロが７キロメートルから 10キロメートルまでの場合 

大人 210円 

小児 100円 

(2) 地方交通線内相互発着の場合及び幹線と地方交通線を連続して乗車する場合 

イ 営業キロが３キロメートル以下の場合 

大人 160円 

小児  80円 

ロ 営業キロが４キロメートルから６キロメートルまでの場合 

大人 200円 

小児 100円 

ハ 営業キロが７キロメートルから 10キロメートルまでの場合 

大人 220円 

小児 110円 

（注）幹線と地方交通線を連続して乗車する場合の営業キロが 10キロメートルまでの

普通旅客運賃は、発着区間の運賃計算キロを使用しないで営業キロを適用して得

た額とする。 

（四国旅客鉄道会社線内の営業キロが 10キロメートルまでの普通旅客運賃） 

第 84 条の４ 四国旅客鉄道会社線内相互発着となる場合の営業キロが 10 キロメートルま

での普通旅客運賃は、次の各号に定めるとおりとする。 

(1) 幹線内相互発着の場合 

イ 営業キロが３キロメートル以下の場合 

大人  190円 

小児   90円 

ロ 営業キロが４キロメートルから６キロメートルまでの場合 

大人  240円 

小児  120円 

ハ 営業キロが７キロメートルから 10キロメートルまでの場合 

大人  280円 

小児  140円 

(2) 地方交通線内相互発着の場合及び幹線と地方交通線を連続して乗車する場合 
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地方交通線内相互発着の場合は擬制キロにより、幹線と地方交通線を連続して乗車

する場合は運賃計算キロにより、前号に規定した額を適用する。 

（九州旅客鉄道会社線内の営業キロが 10キロメートルまでの普通旅客運賃） 

第 84 条の５ 九州旅客鉄道会社線内相互発着となる場合の営業キロが 10 キロメートルま

での普通旅客運賃は、次の各号に定めるとおりとする。 

(1) 幹線内相互発着の場合 

イ 営業キロが３キロメートル以下の場合 

大人  200円 

小児  100円 

ロ 営業キロが４キロメートルから６キロメートルまでの場合 

大人  240円 

小児  120円 

ハ 営業キロが７キロメートルから 10キロメートルまでの場合 

大人  270円 

小児  130円 

(2) 地方交通線内相互発着の場合及び幹線と地方交通線を連続して乗車する場合 

地方交通線内相互発着の場合は擬制キロにより、幹線と地方交通線を連続して乗車

する場合は運賃計算キロにより、前号に規定した額を適用する。ただし、次に定める擬

制キロ又は運賃計算キロ及び営業キロの区間については、次のとおり特定の額とする。 

イ 擬制キロ又は運賃計算キロが４キロメートルで営業キロが３キロメートルの場合 

大人  210円 

小児  100円 

ロ 擬制キロが 11 キロメートルの場合及び運賃計算キロが 11 キロメートルで営業キ

ロが 10キロメートルの場合 

大人  320円 

小児  160円 

（他の旅客鉄道会社線を連続して乗車する場合の大人普通旅客運賃） 

第 85条 次の各号に掲げる旅客鉄道会社線内発又は着若しくは通過となる場合で、他の旅

客鉄道会社線を連続して乗車するときの大人普通旅客運賃は、発着区間の営業キロ又は

運賃計算キロに基づき、第 77条、第 77条の６若しくは第 81条の規定により計算した額

又は第 84条に規定する額に、次により当該旅客鉄道会社線ごとに計算した額（以下「普

通旅客運賃の加算額」という。）を合計した額とする。 

(1) 北海道旅客鉄道会社線 

北海道旅客鉄道会社線内の乗車区間に対して次により計算した額 

イ 幹線相互を乗車する場合 

第 77 条の２の規定により計算した額から第 77 条の規定により計算した額を差し
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引いた額 

ロ 地方交通線相互を乗車する場合 

第 77 条の７の規定により計算した額から第 77 条の６の規定により計算した額を

差し引いた額 

ハ 幹線と地方交通線を連続して乗車する場合 

第 81 条の２の規定により計算した額から第 81 条の規定により計算した額を差し

引いた額 

(2) 東日本旅客鉄道会社線 

東日本旅客鉄道会社線内の乗車区間に対して次により計算した額 

イ 幹線相互を乗車する場合 

(ｲ) (ﾛ)以外の場合 

第 77 条の３の規定により計算した額から第 77 条の規定により計算した額を差

し引いた額 

(ﾛ) 営業キロが 10キロメートルまでの場合 

第 84 条の３第１号に規定する額から第 84 条第１号に規定する額を差し引いた

額 

ロ 地方交通線相互を乗車する場合 

(ｲ) (ﾛ)以外の場合 

第 77 条の８の規定により計算した額から第 77 条の６の規定により計算した額

を差し引いた額 

(ﾛ) 営業キロが 10キロメートルまでの場合 

第 84 条の３第２号に規定する額から第 84 条第３号に規定する額を差し引いた

額 

ハ 幹線と地方交通線を連続して乗車する場合 

(ｲ) (ﾛ)以外の場合 

第 81 条の３の規定により計算した額から第 81 条の規定により計算した額を差

し引いた額 

(ﾛ) 営業キロが 10キロメートルまでの場合 

前ロの(ﾛ)の規定により計算した額 

(3) 四国旅客鉄道会社線 

四国旅客鉄道会社線内の乗車区間に対して次により計算した額 

イ 幹線相互を乗車する場合 

第 77 条の４の規定により計算した額から第 77 条の規定により計算した額を差し

引いた額 

ロ 幹線と地方交通線を連続して乗車する場合 

第 81 条の４の規定により計算した額から第 81 条の規定により計算した額を差し
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引いた額 

(4) 九州旅客鉄道会社線 

九州旅客鉄道会社線内の乗車区間に対して次により計算した額 

イ 幹線相互を乗車する場合 

第 77 条の５の規定により計算した額から第 77 条の規定により計算した額を差し

引いた額 

ロ 幹線と地方交通線を連続して乗車する場合 

第 81 条の５の規定により計算した額から第 81 条の規定により計算した額を差し

引いた額 

ハ 営業キロが 10キロメートルまでの場合（幹線と地方交通線を連続して乗車する場

合は、運賃計算キロが 10キロメートルまでの場合に限る。） 

第 84条の５第１号に規定する額から第 84条第１号に規定する額を差し引いた額 

ただし、幹線と地方交通線を連続して乗車する場合は、第 84条の５第２号前段に

規定する額から運賃計算キロにより第 84条第１号に規定する額を差し引いた額とす

る。 

２ 前項各号に定める旅客鉄道会社線ごとの普通旅客運賃の加算額を計算する場合で、同

一の当該旅客鉄道会社線の区間の中間に他の旅客鉄道会社線の区間、又は当社と通過連

絡運輸を行う鉄道・軌道・航路若しくは自動車線の区間が介在する場合の普通旅客運賃の

加算額は、当該旅客鉄道会社線ごとにその前後の区間を通算した営業キロ又は運賃計算

キロにより計算した額とする。 

（加算普通旅客運賃の適用区間及び額） 

第 85条の２ 大人加算普通旅客運賃の適用区間及び額は、次の各号に定めるとおりとする。 

(1) 南千歳・新千歳空港間     20円 

(2) 日根野・りんくうタウン間  160円 

(3) 日根野・関西空港間     220円 

(4) りんくうタウン・関西空港間 170円 

(5) 児島・宇多津間       110円 

(6) 田吉・宮崎空港間      130円 

（加算普通旅客運賃適用区間にかかわる大人普通旅客運賃） 

第 85条の３ 加算普通旅客運賃適用区間を乗車する場合又は当該区間と他の区間を連続し

て乗車する場合の大人普通旅客運賃は、発着区間の営業キロ又は運賃計算キロに基づき、

第 77条、第 77条の２、第 77条の４、第 78条、第 80条、第 81条、第 81条の２、第 81

条の４、第 81条の５、第 84条、第 84条の２、第 84条の５及び第 85条の規定により計

算した額に大人加算普通旅客運賃を加えた額とする。ただし、第 85条の２第３号に掲げ

る区間を乗車する場合又は当該区間と他の区間を連続して乗車する場合は、同条第２号

及び第４号の加算普通旅客運賃は適用しない。 
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（特定都区市内にある駅に関連する普通旅客運賃の計算方） 

第 86条 次の各号の図に掲げる東京都区内、横浜市内（川崎駅、尻手駅、八丁畷駅、川崎

新町駅及び小田栄駅並びに鶴見線各駅を含む。）、名古屋市内、京都市内、大阪市内（南吹

田駅、高井田中央駅、ＪＲ河内永和駅、ＪＲ俊徳道駅、ＪＲ長瀬駅及び衣摺加美北駅を含

む。）、神戸市内（道場駅を除く。）、広島市内（海田市駅及び向洋駅を含む。）、北九州市内、

福岡市内（姪浜駅、下山門駅、今宿駅、九大学研都市駅及び周船寺駅を除く。）、仙台市内

又は札幌市内（以下これらを「特定都区市内」という。）にある駅と、当該各号に掲げる

当該特定都区市内の◎印の駅（以下「中心駅」という。）から営業キロが 200キロメート

ルを超える区間内にある駅との相互間の普通旅客運賃は、当該中心駅を起点又は終点と

した営業キロ又は運賃計算キロによって計算する。この場合、第２号にあっては、新横浜

駅から東海道本線（新幹線）に乗車し、又は新横浜駅まで東海道本線（新幹線）に乗車す

るときは中心駅を新横浜駅とし、それ以外のときは中心駅を横浜駅として普通旅客運賃

を計算する。ただし、特定都区市内にある駅を発駅とする場合で、普通旅客運賃の計算経

路が、その特定都区市内の外を経て、再び同じ特定都区市内を通過するとき、又は特定都

区市内にある駅を着駅とする場合で、発駅からの普通旅客運賃の計算経路が、その特定都

区市内を通過して、その特定都区市内の外を経るときを除く。 

(1) 東京都区内 
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(2) 横浜市内 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(3) 名古屋市内 
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(4) 京都市内 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(5) 大阪市内 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(6) 神戸市内 

 

 

 

 

 

  

舞
子 

垂
水 

塩
屋 

須
磨 

須
磨
海
浜
公
園 

鷹
取 

新
長
田 

兵
庫 

神
戸 

元
町 

三
ノ
宮 

灘 六
甲
道 

住
吉 

摂
津
本
山 

甲
南
山
手 

新神戸 

和田岬 

摩
耶 

東福寺 

稲荷 

ＪＲ藤森 

桃山 

保津峡 

嵯峨嵐山 

太秦 

花園 

円町 

二条 

丹波口 

京都 

桂
川 

西
大
路 

山
科 

梅小路京都西 

西
九
条 

桜
島 

ユ
ニ
バ
ー
サ
ル
シ
テ
ィ 

安
治
川
口 

大
阪 

新
大
阪 

東
淀
川 

塚
本 

弁天町 

大正 

芦原橋 
今宮 

新
福
島 

北
新
地 

大
阪
天
満
宮 

大
阪
城
北
詰 

天満 

大阪城公園 

森ノ宮 

玉造 
鶴橋 

桃谷 
寺田町 

桜ノ宮 

新今宮 
美章園 

南田辺 
鶴ケ丘 
長居 

我孫子町 

東部市場前 
平野 

加美 

天
王
寺 

海
老
江 

御
幣
島 

加
島 

野田 

ＪＲ難波 

福
島 

京
橋 

鴫野 放出 

南
吹
田 

Ｊ
Ｒ
淡
路 

城
北
公
園
通 

ＪＲ野江 

高井田中央 

ＪＲ河内永和 

ＪＲ俊徳道 

衣摺加美北 

ＪＲ長瀬 

新加美 

杉本町 



東海旅客鉄道株式会社旅客営業規則 

(7) 広島市内 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(8) 北九州市内 
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(9) 福岡市内 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(10) 仙台市内 
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(11) 札幌市内 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２ 前項第１号の場合であって、普通旅客運賃の計算経路に東京・品川間を含むときは、東

京・品川間の旅客運賃計算経路を東海道本線として計算する。ただし、普通旅客運賃の計

算経路に東海道本線（新幹線）中品川・新横浜間を含む場合であって、品川駅を出口の駅

として東京都区内の外に出るとき又は品川駅を入口の駅として東京都区内へ入るときは、

東京・品川間の旅客運賃計算経路を東海道本線（新幹線）として計算する。 

（東京山手線内にある駅に関連する普通旅客運賃の計算方） 

第 87条 前条第１項第１号に掲げる図中の太線区間（以下「東京山手線内」という。）にあ

る駅と、中心駅から営業キロが 100 キロメートルを超え 200 キロメートル以下の区間内

にある駅との相互間の普通旅客運賃は、当該中心駅を起点又は終点とした営業キロ又は

運賃計算キロによって計算する。ただし、東京山手線内にある駅を発駅とする場合で、普

通旅客運賃の計算経路が、東京山手線内の外を経て、再び東京山手線内を通過するとき、

又は東京山手線内にある駅を着駅とする場合で、発駅からの普通旅客運賃の計算経路が、

東京山手線内を通過して、東京山手線内の外を経るときを除く。 

２ 前項の場合であって、普通旅客運賃の計算経路に東京・品川間を含むときは、東京・品

川間の旅客運賃計算経路を東海道本線として計算する。ただし、普通旅客運賃の計算経路

に東海道本線（新幹線）中品川・新横浜間を含む場合であって、品川駅を出口の駅として

東京山手線内の外に出るとき又は品川駅を入口の駅として東京山手線内へ入るときは、

東京・品川間の旅客運賃計算経路を東海道本線（新幹線）として計算する。 

（新大阪駅又は大阪駅発又は着となる普通旅客運賃の計算方） 

第 88条 新大阪駅又は大阪駅と姫路駅以遠（手柄山平和公園、京口又は播磨高岡方面）の

各駅との相互間の普通旅客運賃は、姫路駅を経由する場合に限り、大阪駅を起点又は終点

とした営業キロ又は運賃計算キロによって計算する。 

（北新地駅発又は着となる普通旅客運賃の計算方） 

あいの里公園 

あいの里教育大 

拓北 

篠路 

百合が原 

太平 

新琴似 

新川 

八軒 

ほ
し
み 

星
置 

稲
穂 

手
稲 

稲
積
公
園 

発
寒 

発
寒
中
央 

琴
似 

桑
園 

札
幌 

白
石 

厚
別 

森
林
公
園 

平和 

新札幌 

上野幌 

苗
穂 



東海旅客鉄道株式会社旅客営業規則 

第 89 条 北新地駅と尼崎以遠（立花又は塚口方面）の各駅との相互間の普通旅客運賃は、

加島駅を経由する場合に限り、大阪駅を起点又は終点とした営業キロ又は運賃計算キロ

（いずれも塚本駅を経由するものとする。）によって計算する。ただし、第 86条の規定に

より普通旅客運賃を計算する場合を除く。 

第 90条 削除 

第 91条 削除 

（学生割引） 

第 92 条 第 28 条の規定により学生又は生徒に対して割引普通乗車券を発売する場合は、

大人普通旅客運賃の２割を割引する。 

（被救護者割引） 

第 93 条 第 30 条の規定により被救護者又はその付添人に対して割引普通乗車券を発売す

る場合は、普通旅客運賃の５割を割引する。 

第 94条 削除 


